
要電源医療的ケア児者の
災害時支援体制の構築について

岐阜県健康福祉部
医療福祉連携推進課
（障がい児者医療推進係）
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出典：こども家庭庁ホームページ「医療的ケア児について」より一部抜粋改編

2※「その他の医療行為」に具体的な定めはないが、厚生労働省が示す「障害福祉サービス等利用における医
療的ケアの判定スコア（次頁参照）」に掲げる医療行為を医療的ケアの内容として整理。

要電源医療的ケア児者について

医療的ケア児とは

要電源医療的ケア児者・・・・人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者

※
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電源を必要とする医療的ケア

医療的ケアの内容等



令和６年度重度障がい・医療的ケア児者実態調査について

【調査の概要】

  〇県内に居住する在宅の重症心身障がい・医療的ケア児者の生活実態や支援のニーズを把握し、今後の支援
    策等の充実に向けた基礎資料とするため、アンケート調査を実施。（令和元年度に続き５年ぶり３回目）

＜調査期間＞  
令和６年９月～令和７年３月（調査回答期限は１０月３１日）

＜調査対象者数＞ 
１，８８５人

うち 重症心身障がい児者 898人
医療的ケア児者 389人）

  ＜調査内容＞     
（１）本人について、（２）主たる介護者について、（３）医療サービスの利用状況等、

 （４）福祉サービスの利用状況等、（５）今後の生活場所（入所施設・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）、

 （６）サポートツールの活用（今回新たに追加）、（７）災害時の備え（今回新たに追加）
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在宅で暮らす重症心身障がい児者・医療的ケア児者は646人

あり なし

A B C A+C

（Ⅱ-3）

児 337 117 46 174 163 86 56 21 291

者 309 129 73 107 202 104 72 26 236

646 246 119 281 365 190 128 47 527

（Ⅱ-2）

集計分析対象者　(重症心身障がい児者（大島分類）・医療的ケア児者646人）

（該当する調査結果の章）

重症心身障がい・
医療的ケア児者

重症心身障がい児者

 医療的
ケア児者

（大島分類）

医療的ケア
寝たきり 座位可能 ずり這い

重症心身
障がい児者

（大島分類）

医療的
ケア児者
(重症心身
障がいに
非該当)

計

A+B

区分

（Ⅱ-1）

（＊1） （＊2）

○対象者数：１，８８５人 ○有効回答者：９１７人 ※有効回答率：４８．６％

９１７人のうち、在宅重症心身障がい児者 ３６５人

※１ 身体障害者手帳１級又は２級（肢体不自由の体幹、下肢又は移動機能のいずれかの等級）と療育手帳が
A、A１又はA２の両方を持つ重症心身障がい児者の有効回答者（495人）のうち、大島分類に基づき、
身体状況が「寝たきり」「座位可能」「ずり這い」に該当する方。（医療的ケア児者含む）

９１７人のうち、在宅の医療的ケア児者 ５２７人

※２ 医療的ケア判定スコアが３点以上の方。また、５２７人には、重症心身障がい児者を含む。
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個別避難計画がある方は重症心身障がい児者・医療
的ケア児者とも約1割にとどまっている

○個別避難計画について、「ある」が 76人（11.8％）にとどまっており、

「ない」が 247人（38.2％）、 「わからない」が 274人（42.4％）と合わせて約８割を占めている。 。

※ 重症心身障がい・医療的ケア児者（回答数＝646人）

災害時への備え



要電源医療的ケア児者の半数以上が
非常用電源を確保していない
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○医療的ケア児者のうち、電源を

必要とする医療機器を使用して

おり、「災害時等非常用電源装

置の確保の有無」について回答

した方の内訳は、「確保してい

る」が  128 人（47.9％）、

「確保していない」が 139 人

（52.1％）であった。

○また、「確保していない」と回

答した 139 人にその理由をたず

ねたところ、「確保する必要が

あることは知っていたが、具体

的にどのような非常用電源装置

を用意すればよいかわからな

い」が62 人（44.6％）と最も

多い。

※ 要電源医療的ケア児者（回答数＝267人）
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岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブックの
普及啓発が必要

○災害時等非常用電源装置の確保の有無に回答した方のうち、岐阜県医療的ケア児等災害時電源

確保ガイドブックの所持状況をたずねたところ、「ガイドブックを知らない」が 211 人（79.0％）

であった。

※ 非常用電源の確保の有無に回答した要電源医療的ケア児者（回答数＝267人）
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１ 要電源医療的ケア児者の災害時支援の現状と課題について

○ 令和６年１月に発生した能登半島地震において、障がいのある方等の要配慮者やその家族の防災対策の重要性が再認
識され、改めて、防災対策の普及啓発や避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定等のその取組を進めていく必
要がある。

○ 加えて、在宅で人工呼吸器等の電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者（以下「要電源医療的ケア児者」と
いう。）にとって、停電による電源の喪失が災害時等の生命の危機に直結するため、医療機器のための電源確保が重要
となる。

○ そのため、要電源医療的ケア児者の災害支援として、次の課題について、取組を進めていく必要がある。

【主な課題】

１ 要電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進

２ 市町村における要電源医療的ケア児者の把握の推進

３ 避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定における要電源医療的ケア児者への対応等の推進

４ その他

※上記の課題は県が実施した次の調査結果（市町村提供済み）をもとに整理

  ア 市町村要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備補助等制度の整備状況調査
○補助制度整備市町村数 令和７年度３６市町（令和６年度 ３６市町）、

補助実績件数（令和６年度） ２０市町５４人（令和５年度）１７市町４５人
  
イ 令和６年度在宅重症心身障がい・医療的ケア児者実態調査のための市町村作成「対象者状況個別表」の取りまとめ結果
○市町村が把握している要電源医療的ケア児者数 令和６年度３１市町２４３人（令和７年度については集計中）

ウ 日常的に電源が必要な医療機器を使用する医療的ケア児者の把握及び災害時支援に向けた取組等状況調査
○身体障がい者等以外の要電源医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿登載対象とする市町村 令和７年度６市町
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２ 主な課題への対応について

（１）要電源医療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進

年度 補助制度整備市町村

R4 20市町
岐阜市※、各務原市※、羽島市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、大垣市、関市、美濃市、美濃加茂

市、可児市、郡上市、御嵩町、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、高山市、飛騨市

R5 30市町
R4年度に加え、次の10市町が整備

瑞穂市※、北方町、養老町、関ケ原町、揖斐川町、大野町、坂祝町、川辺町、瑞浪市※、下呂市

R6 36市町 R5年度に加え、６市町が整備 海津市、垂井町、神戸町※、輪之内町※、安八町※、池田町※

R7 36市町 R6年度から追加なし

【現状と課題】

○要電源医療的ケア児者等による「非常用電源装置等の備え（自助）」について、装置等の購入支援を求める声を受け、県で
は、令和３年度に市町村を対象に「要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金」を創設(令和５年度拡充）。

○要電源医療的ケア児者を対象に電源を必要とする医療機器のための非常用電源装置等の制度（以下「補助制度」という。）を
整備する市町村は、令和７年度は３６市町となっている。令和８年度は３８市町となる見込み。

＜補助制度整備市町村＞ ※R7.4.1時点

※は障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業による補助制度

○なお、令和６年度に補助制度を整備する３６市町のうち、補助実績があったのは２０市町５４人であり、引き続き要電源医
療的ケア児者等による非常用電源装置の確保促進に取り組む必要がある。

＜実 績＞

年度 件数等 補助額 補助市町村

R4 15市町38人 2,897,300円
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、笠松町、大垣市、関市、美濃市、美濃加茂市、
御嵩町、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、高山市

R5 17市町45人 3,462,180円
岐阜市、各務原市、瑞穂市、北方町、大垣市、養老町、大野町、関市、美濃市、美
濃加茂市、可児市、郡上市、坂祝町、瑞浪市、中津川市、高山市、下呂市

R6 20市町54人 4,719,161円
岐阜市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、大垣市、海津市、
垂井町、関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、多治見市、土岐市、中津川市、恵那
市、高山市、下呂市
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【求められる対応策】

（市町村）

ア 電源を必要とする医療機器のための非常用電源装置等の確保の必要性等や補助制度についての普及啓発

○要電源医療的ケア児者等を対象に「岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック※参考資料」の紹介や補助制度

の広報等による普及啓発の実施  （別添チラシ「災害に備える」の提供等による普及啓発） 

※「ガイドブック」掲載ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128726.html

イ 趣旨や地域ニーズを踏まえた補助制度の整備検討（補助制度のない市町村） 【残り６町村】

（県）

ウ 市町村補助制度整備一覧（市町村名、担当課、問合せ先等）の作成・県公式ホームページ等による公表

○以下ホームページで電源装置の確保にかかる補助制度整備一覧を公表し、普及を啓発

※「市町村補助制度整備一覧」掲載ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128699.html

（関係機関：医療機関・訪問看護・電力会社・医療機器関係企業・当事者団体・支援機関）

エ 要電源医療的ケア児者への周知・助言による協力

○要電源医療的ケア児者等を対象に「岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブック」や「市町村補助制度整備一覧

（前項ウ）」等の紹介による周知・助言 （別添チラシ「災害に備える」の提供等による普及啓発）

※チラシ「災害に備える」掲載ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/page/481880.html

○令和６年度岐阜県在宅重度障がい・医療的ケア児者実態調査の結果によると、要電源医療的ケア児者の半数以上が非常用電源
を確保していないと回答した。（「確保している」が１２８ 人（47.9％）、「確保していない」が １３９ 人（52.1％））
「確保していない」と回答した １３９ 人にその理由をたずねたところ、「確保する必要があることは知っていたが、具体的に
どのような非常用電源装置を用意すればよいかわからない」が６２ 人（44.6％）と最も多かった。

○災害時等非常用電源装置の確保の有無に回答した方２６７人のうち、岐阜県医療的ケア児等災害時電源確保ガイドブックの所
持状況をたずねたところ、「ガイドブックを知らない」が ２１１ 人（79.0％）であった。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128726.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128699.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/481880.html


耐用年数
経過後ごと

その他

岐阜市 ○ × 100,000 100,000 100,000 有 ○ ○ 障がい福祉課 給付係 058-214-2135

羽島市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉課障がい福祉係 058-392-9931

各務原市 ○ その他 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 社会福祉課障がい福祉係 058-383-1126 https://www.city.kakamigahara.lg.jp/kenkofukushi/shogaisha/1002549/1002558.html

山県市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 福祉課障がい福祉係 0581-22-6837

瑞穂市 ○ その他 100,000 100,000 100,000 有 ○ ○ 福祉生活課 058-327-4123 (内線2806)

本巣市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○
耐用年数が経過した後であっても、当該装置
が使用できる場合は、再給付しない。

福祉支援課障がい福祉係 058-323-7752

岐南町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 福祉課 058-247-1348

笠松町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 福祉子ども課民生係 058-388-1116（内線292）

北方町 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉子ども課 058-323-1119

大垣市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 障がい福祉課 0584-47-7298

海津市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 社会福祉課 0584-53-1139

養老町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 健康福祉課 0584-32-1105

垂井町 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 健康福祉課 0584-22-7520

関ケ原町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 住民課障がい福祉係 0584-43-1113

神戸町 ○ × 100,000 100,000 100,000 有 ○ ○ 健康福祉課 0584-27-0175

輪之内町 ○ × 100,000 100,000 100,000 有 ○ ○ 福祉介護課 0584-69-3128 (内線156）

安八町 ○ × 100,000 100,000 100,000 有 ○ ○ 福祉課 0584-64-7104（内線242）

揖斐川町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 健康福祉課障がい福祉係 0585-22-2790

大野町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉課 0585ｰ35ｰ5369

池田町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 健康福祉課福祉政策係 0585-45-0734

関市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 福祉政策課 0575-23-9032

美濃市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉子ども課 社会福祉係 0575-33-1122（内線156）

美濃加茂市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉課障がい福祉係 0574-25-2111（内線326）

可児市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 福祉支援課障がい福祉係 0574-62-1111（内線3174）

郡上市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 社会福祉課障がい福祉係 0575-67-1811

坂祝町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉課 0574-66-2406

富加町 福祉保健課福祉係 0574-54-2111 （内線164）

川辺町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 健康福祉課 0574-53-7216

七宗町 健康福祉課　福祉係 0574-48-1112

八百津町 健康福祉課福祉係 0574-43-2111（内線2563）

白川町 保健福祉課 0574-72-2317（内線366）

東白川村 村民福祉課福祉係 0574-78-3111

御嵩町 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉子ども課社会福祉係 0574-67-2111（内線2123）

多治見市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ 福祉課障がい者支援グループ 0572-23-5806

土岐市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 福祉課障がい福祉係 0572-54-1111（内線216） https://www.city.toki.lg.jp/kenko/shogai/1004834/1003537.html

瑞浪市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 社会福祉課障がい福祉係 0572-68-2113

中津川市 ○ ○ 120,000 60,000 30,000 有 ○ ○ 社会福祉課障がい福祉係 0573-66-1111（内線640）

恵那市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 社会福祉課障がい福祉係 0573-26-2119

高山市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉課福祉・障がい係 0577-35-3356

飛騨市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 総合福祉課障がい福祉係 0577-73-7483

下呂市 ○ × 120,000 60,000 30,000 有 × － 福祉部社会福祉課 0576-52-3936

白川村 村民課 05769-6-1311（内線151）

岐阜県内市町村における電源を要する医療機器を使用する重度障がい児者災害時等非常用電源整備補助制度一覧　（令和８年１月１日時点）

補助対象となる
非常用電源装置等の種類と基準額（円）

問い合せ先 
自己負担
の有無
（原則）

市町村名

複数回補助の可否

DC／AC
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源等
（蓄電池）

正弦波ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ
発電機

可否

その要件

担当所属 ホームページ等電話番号

 ※ 補助対象者は、人工呼吸器など日常的に電源を要する医療機器を使用する重度障がい児者が基本となりますが、「個別避難計画」等の策定が必要な場合など、市町村により補助対象となる要件が異なります。
　　そのため、補助対象の詳細、補助申請手続きなど、制度の詳細については、お住いの市町村担当所属へお問い合わせください。

補助対象者となる要電源
重度障がい児者　※

在宅生活者
施設・病院等
一時帰宅者

12
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２ 市町村における主な課題への対応について

（２）市町村における要電源医療的ケア児者の把握（公助）の推進

【現状と課題】
○令和６年度在宅重症心身障がい・医療的ケア児者実態調査のため各市町村が作成した「対象者状況個別表」の取りまとめ結果から、市町

村が把握している要電源医療的ケア児者数は３１市町２４３人であった。

○各市町村が実態調査のために把握した重症心身障がい児者・医療的ケア児者個々の医療的ケアの内容を整理するとともに、保健所との連
携による人工呼吸器装着難病患者の情報共有・集約により、要電源医療的ケア児者の更なる把握が可能。

【求められる対応策】

（市町村）

ア 重症心身障がい児者・医療的ケア児者の「対象者状況個別表」の更新による要電源医療的ケア児者の把握

○令和６年度在宅重症心身障がい・医療的ケア児者実態調査のため、各市町村が作成した対象者状況個別表（※）を更新し、更なる要
電源医療的ケア児者の把握を図る。

※令和６年度に県から提供した対象者個別表には、「電源を要する医療機器の使用」欄のほか、「医療機器等非常用電源補助金申
請・交付」欄、「個別避難計画等策定の有無」欄を設けている。

○市町村と県（保健医療課・保健所）との連携による要電源医療的ケア児者である人工呼吸器装着難病患者の情報の共有・集約

イ 医療的ケア児者の情報を保持する担当課の相談時等における要電源医療的ケア児者等支援の周知・案内

ウ アのほか、ケアマネ―ジャー（介護保険）、訪問看護ステーションとの連携による要電源医療的ケア児者の把握

（県）

エ 重症心身障がい児者・医療的ケア児者の状況を整理する「対象者状況個別表」の更新及び取りまとめ・情報共有

（関係機関）

オ 要電源医療的ケア児者等への助言等（対象者等の同意を得た上での関係機関からの市町村への情報提供）

○要電源医療的ケア児者等やその保護者に対し、市町村への相談状況や福祉サービスの利用状況を確認し、市町村に繋がっていない場
合には、市町村（障がい福祉・母子保健・子育て・介護保険・防災等部門）に相談するよう助言等（個人情報の管理に配慮）を実施。

※医療機関（総合・地域母子医療センター等、分娩取扱医療機関）は、「母と子の健康サポート事業」に基づき保健所を通じ、

市町村に対し支援を依頼。



重症心身障がい児者・医療的ケア児者の人数（６５歳未満）
（令和６年度重度障がい・医療的ケア児者実態調査調査対象者人数より抜粋）

○対象者数（R6.10.31時点）１,２８７人（重症心身障がい児者 898人《児331人 者567人》）
 （医療的ケア児者 389人《児207人 者182人》）

※医療的ケア児者に重症心身障がい児者を含まないが、重症心身障がい児者に医療的ケアを要するものを含む

区 分 状 態 像
人数（単位：人）

県全体
圏域

岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨

（１） 県内の市町村が保有する情報をもとに該当する方 1,226  566 223 163 193 81

①
県内の６５歳未満で、身体障害者手帳１級又は２級（肢体不
自由のうち体幹・下肢・移動機能のいずれか等級）と、療育手
帳Ａ、Ａ１又はＡ２の両方を持つ方

重症心身障が
 い児

331 166 49 42 45 29

重症心身障が
い者

567 224 104 90 110 39

② 保育所等、小･中学校、市立特別支援学校に通園･通学する
県内の医療的ケアが必要な児【保育所等】

医療的ケア児

 8 1 1 1 5 0

保育所等、小･中学校、市立特別支援学校に通園･通学する
県内の医療的ケアが必要な児【小中学校】

51 28 7 9 7 0

③ ７歳未満で、岐阜市保健所又は保健センターが保有する県
内の医療的ケアが必要な児

64 30 20 7 5 2

④

７歳未満又は１９歳以上６５歳未満で、障害福祉サービス等
（児童発達支援事業、日中一時支援事業を含む）を利用する
県内の医療的ケアが必要な方

医療的ケア児 23 20 2 1 0 0

医療的ケア者 182 97 40 13 21 11

（ ２ ）岐阜県教育委員会の高等学校､特別支援学校に通学する県内の
医療的ケアが必要な児

医療的ケア児

53 - - - - -

（ ３ ）国立岐大付属小中学校、私立の幼稚園、小・中学校、高等学校に
通園・通学する県内の医療的ケアが必要な児

8 - - - - -

計 1,287 - - - - -

※１ ①～④のうち対象者が重複する場合は、若い番号の分野に振り分け

※２ 市町村が保有する情報について、医療的ケアの状況、障害者手帳の保持状況、サービスの利用状況、
電源を必要とする医療機器の使用状況等の個別表を毎年度更新し、その集計結果の提出を求めている（17頁参照）。
（令和７年度の更新状況については、集計作業中） 16
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※電源を必要とする医療的ケアの項目を黄色に着色
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【現状と課題】
ア 要電源医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿の登録や個別避難計画の策定の対象者としていない市町村が多い

○身体障害者等に該当する要電源医療的ケア児者は、避難行動要支援者名簿（以下「要支援者名簿」という。）の登録や個別避難計画
（以下「避難計画」という。）の策定の対象となるが、それ以外の要電源医療的ケア児者を要支援者名簿登録の対象としている市町
村は、６市町（令和７年度）に限られる（本人や家族が希望する場合を除く）。

○要電源医療的ケア児者についても、市町村や関係機関等の支援が必要となるため、要支援者名簿登録や避難計画策定の対象として積
極的に位置付けることが不可欠と考えられる。

２ 市町村における主な課題への対応について
（３）避難行動要支援者名簿登録や個別避難計画の策定における要電源医療的ケア児者への対応等

身体障害者以外の要電源医療的ケア児者を名簿掲載の対象としている市町村（自ら掲載を希望したものを除く）（６市町）

山県市、大垣市、関市、美濃市、美濃加茂市、白川町

イ 要支援者名簿や避難計画において要電源医療的ケア児者や要電源医療的ケアの内容把握ができない市町村が多い
○要支援者名簿の「避難支援等を必要とする事由」を記載する欄において「要電源医療的ケア児者」を確認（把握）できる市町村は、
６市町（令和７年度）に限られ、避難計画において「要電源医療的ケア児者の状況（本人の状態、医療的ケアの内容、使用する医療
機器等）」を確認（把握）できる市町村は１０市町（令和７年度）に限られた。

避難行動要支援者名簿内において要電源医療的ケア児者を確認できる市町村（６市町）

岐阜市、山県市、岐南町、揖斐川町、白川町、東白川村

個別避難計画において要電源医療的ケア児者の状況を確認できる市町村（１０市町）

岐阜市、本巣市、揖斐川町、可児市、白川町、御嵩町、多治見市、恵那市、土岐市、下呂市

【求められる対応策】

（市町村）

ア 避難行動要支援者名簿登録の対象者の要電源医療的ケア児者への拡大

○医療的ケア児者、特に要電源医療的ケア児者は、身体障害者手帳等の有無に限らず、避難行動時の支援が必要なことから、要電源
医療的ケア児者をはじめとした医療的ケア児者を避難行動要支援者名簿登録の対象とし、「避難支援等を必要とする理由」にその
旨を記載

○対象者が記載する「意向調査書」に「医療的ケアの状況」や「電源の要否」を記入する欄（項目）を設ける

イ 個別避難計画の策定に係る要電源医療的ケア情報の反映

○避難計画の策定にあたり、「避難時に配慮しなくてはならない事項」欄や「特記事項」欄などに、医療的ケアの内容、使用してい
る医療機器（電源の要否を含む）とその詳細、支援している関係機関等を可能な限り反映
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岐阜市の場合
（参考）
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